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システムの対象について

初めて本システムで作成する方は、新規でアカウントを作成してください。

（5ページから参照）

前年度までに当システムを利用した方は当時作成したアカウントでログインしてください。
（9ページから参照）

※令和7年度以前の福祉・介護職員処遇改善加算の計画書、実績提出、障害福祉従事者処遇改善緊
急支援事業補助金、令和7年度以前の体制届・変更届を提出した方はアカウント作成済です。

〈体制届〉

4月、5月適用分:指定権者の定めた締切日の23：59までに提出

6月適用分以降 :新たに算定しようとする月の前月15日までに提出

報酬単価が下がる場合は、速やかに提出してください。

横浜市指定の様式第１号、別紙1-2、確認シート、別紙2-1～2-5、別紙59と算定しようとする加算の
の別紙、資格証等のデータをアップロードしてください。

〈変更届〉

変更の日から10日以内に提出
横浜市指定の変更届、変更の内容に応じた添付書類と資格者証等のデータをアップロードしてください。

履歴管理の為、様式第１号及び別紙1-2の情報をWeb上にも入力をいただいております。ご了承ください。

システム操作方法など
公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 障害福祉部障害指導課

電話番号 ：045-681-8435（受付時間：9:00～17:00 （平日））

メールアドレス： jidoujitti＠kanafuku.jp

〈対象指定権者・届出〉
横浜市（児）：体制等に関する届出書（体制届）・変更届

〈対象サービス〉
児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪
問支援、障害児相談支援

※福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設は対象外です。
上記サービスの届出は横浜市へご郵送ください。

ログインアカウントについて

提出期限・提出書類について

問い合わせ先

申請手続の概要
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◼ 以下のURLをクリックしてください。

障害福祉サービス処遇改善加算等申請システム

https://shougai.kanafuku-sinsei.jp/

クリックしても開かない場合は、検索するブラウザ上部のURL入力欄に直接入力、

または、URLをコピーアンドペーストしてEnterキーを押してください。

hｔｔｐｓ：//shougai.kanafuku-sinnsei.jp//

申請受付ポータルサイト
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https://shougai.kanafuku-sinsei.jp/を開くと下記トップページを表示します。
◼ 画面下部までスクロールし、「新規ユーザ登録」をクリックします。

◼ 必須項目＊を入力し、「次へ」をクリックしてください

新規ユーザ登録しログインする 1/3

令和7年以前から利用しているID、パスワード
でログイン可能です。
再設定する必要はありません。
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◼ メール送信の同意にチェックし「登録」をクリックします。

■ 本登録用のメール「申請ユーザー本登録をお願いします」が、入力したメールアド
レスに届きます。メールを確認してください。

新規ユーザ登録しログインする 2/3
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◼ 受信したメール内のURLをクリックすると「障害福祉サービス処遇改善加算等申
請システム」が開きます。

◼ 「ログインページへ」をクリックしてください。

◼ 総合メニューが開きます。

◼ 「障害福祉サービス処遇改善加算等申請システム」が開きます。登録したメールア
ドレスとパスワードでログインします。

新規ユーザ登録しログインする 3/3
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◼ 「総合メニュー」の「体制届・変更届」をクリックすると「基本情報入力」「体制届に
関する届出書」「変更届」画面を表示します。

タイトル

総合メニュー

体制届・変更届

基本情報入力
体制届に関する

届出書
変更届

入力内容

手順1:法人情報 手順4:別紙1 手順4:変更届出書

手順2:事業所情報 手順5:アップロード 手順5:アップロード

手順3:様式第1号

◼ 各タイトルの入力内容は下記です。

令和8年度 体制届・変更届申請システムの構成
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◼ 基本情報入力の手順１の法人情報から順に黄色ライン部分を入力します。
必ず最後に「体制届に関する届出書」の提出ボタンをクリックしてください。

新規ログイン後体制届変更届を提出する

【体制届】

【変更届】

◼ 基本情報入力の手順１の法人情報から順に黄色ライン部分を入力します。
必ず最後に「変更届」の提出ボタンをクリックしてください。

タイトル

総合メニュー

体制届・変更届

基本情報入力
体制届に関する

届出書
変更届

入力内容

手順1:法人情報 手順4:別紙1 手順4:変更届出書

手順2:事業所情報 手順5:アップロード 手順5:アップロード

手順3:様式第1号

タイトル

総合メニュー

体制届・変更届

基本情報入力
体制届に関する

届出書
変更届

入力内容

手順1:法人情報 手順4:別紙1 手順4:変更届出書

手順2:事業所情報 手順5:アップロード 手順5:アップロード

手順3:様式第1号
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◼ 基本情報入力の手順2の事業所情報から順に黄色ライン部分を入力します。
必ず最後に「体制届に関する届出書」の提出ボタンをクリックしてください。

【体制届】

【変更届】

◼ 基本情報入力の手順2の事業所情報から順に黄色ライン部分を入力します。
必ず最後に「変更届」の提出ボタンをクリックしてください。

タイトル

総合メニュー

体制届・変更届

基本情報入力
体制届に関する

届出書
変更届

入力内容

手順1:法人情報 手順4:別紙1 手順4:変更届出書

手順2:事業所情報 手順5:アップロード 手順5:アップロード

手順3:様式第1号

タイトル

総合メニュー

体制届・変更届

基本情報入力
体制届に関する

届出書
変更届

入力内容

手順1:法人情報 手順4:別紙1 手順4:変更届出書

手順2:事業所情報 手順5:アップロード 手順5:アップロード

手順3:様式第1号

事業所を追加して体制届変更届を提出する
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◼ 基本情報入力の手順3の様式第1号から順に黄色ライン部分を入力します。
必ず最後に「体制届に関する届出書」の提出ボタンをクリックしてください。

【体制届】

【変更届】

◼ 基本情報入力の手順3の様式第1号から順に黄色ライン部分を入力します。
必ず最後に「体制届に関する届出書」の提出ボタンをクリックしてください。

タイトル

総合メニュー

体制届・変更届

基本情報入力
体制届に関する

届出書
変更届

入力内容

手順1:法人情報 手順4:別紙1 手順4:変更届出書

手順2:事業所情報 手順5:アップロード 手順5:アップロード

手順3:様式第1号

タイトル

総合メニュー

体制届・変更届

基本情報入力
体制届に関する

届出書
変更届

入力内容

手順1:法人情報 手順4:別紙1 手順4:変更届出書

手順2:事業所情報 手順5:アップロード 手順5:アップロード

手順3:様式第1号

登録済事業所の体制届変更届を提出する
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◼ 「総合メニュー」の「体制届・変更届」をクリックし「令和8年度体制届・変更届申
請システム（横浜市）」を開きます。

◼ 「基本情報入力」を開きます。

◼ 「手順1:「法人情報」の入力」をクリックします。

基本情報入力
手順1:「法人情報」を入力する 1/2
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■ 「基本情報入力」に法人情報が表示されます。
■ 誤っていたら「編集」をクリックし修正します。

◼ 「法人情報」を入力し「保存」をクリックします。

基本情報入力
手順1:「法人情報」を入力する 2/2
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■ 「手順1:法人情報」の入力が終わると下記の指マークがでますのでクリックします。

◼ 「事業所情報」の入力をし「保存」をクリックします。

■ 「基本情報入力」に法人情報が表示されます。
■ 誤っていたら「編集」をクリックし修正します。

基本情報入力
手順2:「事業所情報」を入力する
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１つの事業所で2単位以上の運営をしている場合

手順2の「事業所情報」の事業所名称で「○○ 単位1」、「○○ 単位2」というようにけておくと、手順3
「様式第1号」で2つ作成しやすくなります。

■ 事業所を複数保有している法人は「手順2:事業所情報」を複数作成します。
■ 「追加」をクリックします。

■ 「基本情報入力」で追加できていることを確認します。

基本情報入力
手順2:「事業所情報」を複数入力する。
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初期値として入力されているのは法人の書類作成担当者情報です。

誤りが無ければ、そのまま申請を進めてください。

■ 「手順2:事業所情報」の入力が終わると下記指マークがでますのでクリックします。

◼ 「様式第1号」の入力をし「保存」をクリックします。

変更前「福祉専門職員配置等加算なし」、
変更後「福祉専門職員配置等加算Ⅲ」
など具体的に何が変わったか明確に記載
してください。

担当者氏名・アドレスは正しいでしょうか？
正しい内容に修正してください。

届出を出したい事業所名がない場合は
「基本情報」画面の「手順2:事業所入
力」を行ってください。

基本情報入力
手順3:「様式第1号」の入力をする
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「複写」をクリックすると複写した情報が表示されています。
正しい内容に修正してください。

■ 事業所を複数保有している法人は「手順2:事業所情報」を複数作成します。
■ 「追加」または「複写」をクリックします。

◼ 「様式第1号」の入力をし「保存」をクリックします。

基本情報入力
手順3:「様式第1号」を複数入力する。
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「基本情報入力」の手順1～3の入力が終わると下記となります。赤文字の注意文
面通り「戻る」をクリックし「令和8年度体制届・変更届申請システム」に戻り「体制等
に関する届出書」をクリックします。

体制等に関する届出書
手順4:別紙1の入力をする 1/2
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◼ 別紙1を入力する事業所の、「編集」をクリックしてください。

■ 指マークに従って、「別紙1」の入力をクリックしてください。

■ 「障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表」が表示されます。
アップロードをするExcelと同じ内容を選択します。

体制等に関する届出書
手順4:別紙1の入力をする 2/2
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◼ 「体制等に関する届出書」の下部にある「手順5:ファイルアップロード」にファイルを
アップロードします。

◼ 「ファイルを選択」をクリックしアップロードしたいファイルをクリックし、「開く」をクリックし
します。

R8体制届.xlsx

◼ アップロードファイルノ選択にクリックしたファイルが表示されていることを確認します。
◼ 問題なければ「アップロード」をクリックします。

R8体制届.xlsx

体制等に関する届出書
手順5:ファイルアップロードをする 1/2
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◼ 「アップロード済ファイル名」に表示されていることを確認します。
◼ 問題なければ「提出する」をクリックします。

R8体制届.xlsx

※「ダウンロード」をクリックすると、画面右上にアップロードしたデータが表示されます。
間違っている場合は「削除」をクリックし、正しいものを再アップロードしてください

※証明書等の保存形式は問いません。

スキャナーで取り込んだピーディーエフ（拡張子/.ｐｄｆ）が一般的ですが、
写真撮影したジェイペグ（拡張子/.jpeg/.jpg）や、ピング（拡張子/.png）など Wordや
Excelにデータとして貼り付けても確認できれば問題ありません。

一人分ずつではなく、できればひとつのデータなど、ある程度まとめて頂けると助かります。

体制等に関する届出書
手順5:ファイルアップロードをする 2/2
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「基本情報入力」の手順1～3の入力が終わると下記となります。赤文字の注意文
面通り「戻る」をクリックし「令和8年度体制届・変更届申請システム」に戻り「変更
届」をクリックします。

下記の画面になる場合は「基本情報入力」の手順3「様
式第1号」の入力から行ってください。

変更届
変更届出書を入力する 1/2
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◼ 「変更届出書」を入力する事業所の「編集」をクリックしてください。

■ 指マークに従って、「変更届出書」の入力をクリックしてください。

■ 「横浜市障害児変更届」が表示されます。
アップロードをする「別紙様式第二号」と同じ内容を選択し保存します。

変更届
変更届出書を入力する 2/2
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◼ 「変更届」の下部にある「手順5:ファイルアップロード」にファイルをアップロードします。
◼ 「ファイルを選択」をクリックしアップロードしたいファイルをクリックし、「開く」をクリックし
します。

R8変更届.xlsx

◼ アップロードファイルノ選択にクリックしたファイルが表示されていることを確認します。
◼ 問題なければ「アップロード」をクリックします。

R8変更届.xlsx

変更届
手順5:ファイルアップロードをする 1/2
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◼ 「アップロード済ファイル名」に表示されていることを確認します。
◼ 問題なければ「提出する」をクリックします。

R8変更届.xlsx

※「ダウンロード」をクリックすると、画面右上にアップロードしたデータが表示されます。
間違っている場合は「削除」をクリックし、正しいものを再アップロードしてください

※証明書等の保存形式は問いません。

スキャナーで取り込んだピーディーエフ（拡張子/.ｐｄｆ）が一般的ですが、
写真撮影したジェイペグ（拡張子/.jpeg/.jpg）や、ピング（拡張子/.png）など Wordや
Excelにデータとして貼り付けても確認できれば問題ありません。

一人分ずつではなく、できればひとつのデータなど、ある程度まとめて頂けると助かります。

変更届
手順5:ファイルアップロードをする 2/2
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◼ 体制届、変更届の補正が必要な場合メールタイトル「【体制届・変更届(R8)】再
提出依頼」を送付します。

◼ 下記リンクをクリックしてください。

◼ 「障害福祉サービス処遇改善加算等システム」が開きますのでログインしてください

再提出依頼を受け取ったら 1/4
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◼ ログインすると補正箇所コメントを記載した画面が表示されます。
◼ 指差しマークをクリックしてください。

保存だけではまだ提出されていません。
基本情報の「様式第1号」を修正したあと、必ず該当の「体制届」または「変更届」画面から、添付書
類のアップロードを行い「提出ボタン」をクリックしてください。

基本情報入力

◼ 「様式第1号」を修正し「保存」をします。

再提出依頼を受け取ったら 2/4
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ログインすると通常とは異なり、補正コメントの箇所に移動します。

◼ ログインすると補正箇所コメントを記載した画面が表示されます。
◼ 指差しマークをクリックしてください。

体制等に関する届出書

◼ 体制等に関する届出書」を修正し「保存」をします。

保存だけではまだ提出されていません。
必ず該当の「体制届」または「変更届」画面から、
添付書類のアップロードを行い「提出する」をクリックしてください。

再提出依頼を受け取ったら 3/4
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ログインすると通常とは異なり、補正コメントの箇所に移動します。

◼ ログインすると補正箇所コメントを記載した画面が表示されます。
◼ 指差しマークをクリックしてください。

変更届

◼ 「変更届」の「編集」をクリックします。

◼ 変更届出書の修正をし「保存」します。

保存だけではまだ提出されていません。
必ず該当の「体制届」または「変更届」画面から、
添付書類のアップロードを行い「提出する」をクリックしてください。

再提出依頼を受け取ったら 4/4
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